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気象警報等発令時等における臨時休業等の判断について 
 

新年度のスタートです。「気象警報発令時等における臨時休業等の判断について」を配付しますのでご確

認の上対応をお願いします。 

 

記 

 

気象警報発令の時 
 

(1)午前６時３０分現在 笠岡市に警報発令がある場合 

①笠岡市に特別警報または警報（暴風、大雨、洪水、大雪、暴風雪のいずれか）が発令されてい

る場合は、臨時休業となります。 

②午前６時３０分現在 笠岡市には発令されていないが、お住まいの地域に警報発令がある場合 

当該市町にお住まいの児童生徒は出席停止となります。その地域以外にお住まいの児童生徒は通

常の登校とします。 

※西備お知らせメール登録者には、メールで連絡します。 

   

（2）午前６時３０分現在 警報発令がない場合 

①笠岡市及びお住いの地域に警報発令はないが今後発令が予測される場合は、自宅待機をしてくだ

さい。状況を判断し今後の対応について６：５０までに西備お知らせメールで連絡をします。(状

況によっては臨時休業とする場合があります。) 

②笠岡市及びお住まいの地域に警報発令がない場合でも、道路の冠水や、河川の増水など、お住ま

いの地域や通学途中に危険な箇所がある場合には、登校を見合わせ、学校に連絡をしてくださ

い。 

 

地震が発生した時 
 

登校前（前日の帰宅後～登校前）に地震が発生した場合  

    笠岡市及びお住まいの地域で震度５弱以上の地震が発生した場合は、学校から連絡があるまで

は、安全確認のため、自宅待機をしてください。施設・通学路等の点検をした後に、今後について

西備お知らせメールにて連絡します 

 

   在校時や登下校時に気象警報が発令されたり、地震が発生したりした時 
    気象状況や地域の状況を確認して判断します。 

授業を継続し通常の下校とする場合や、授業を打ち切って保護者引き渡しを行ったり下校時刻を

早めたりする場合などが考えられます。いずれの場合も西備お知らせメールでお伝えします。 


